
詳しくは支店窓口へお問合せください。

※1 ：キャッシュカードと暗証番号による認証成立を条件に、同一名義で当組合に開設された当座性口座・定期性口座の情報

および届出事項の一部がタブレットに表示されることがあります（JAごとに表示される内容は異なります）。詳し
くは窓口までお問合せください。

※2 ：金額等の必要事項の入力等は必要となります。
タブレットは一度に最大10件のお取引の入力を続けて行うことができますが、署名は一度きりとなります。また、
続けてお取引の入力を行う場合は、一度入力した住所・電話番号などの再入力は不要です。

※3 ：キャッシュカードはカード表面記載の会員ご本人様のみご利用いただけます。お客さまのカードをご家族等がご利用すること

はできません。また、暗証番号についてもご家族を含めた第三者に開示されることも禁止されています。ご家族名義のキャッ
シュカードをご希望のお客さまは窓口までご相談ください。

※4 ：印鑑が不要となる対象のお取引については、窓口までお問い合わせください。

タブレット導入により、面倒な書類記入が簡単になりました。ぜひご利用ください。
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